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光
陰
矢
の
ご
と
く
、
新
年
そ
し
て
節
分
も
過

ぎ
去
り
、
早
く
も
梅
便
り
の
聞
か
れ
る
“
春
節

（
旧
正
月
）”
の
候
と
相
成
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
私
は
一
月
一
日
付
け
で
、
鳥
居
泰

彦
前
理
事
長
の
後
を
う
け
て
、
理
事
長
に
就
任

い
た
し
ま
し
た
。
大
任
を
奉
じ
て
、
そ
の
責
務
の

重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
と
同
時

に
、身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
一
杯
で
あ
り
ま
す
。

　

文
部
科
学
省
と
私
立
学
校
関
係
者
の
皆
様
方

の
ご
指
導
と
ご
鞭
撻
、
さ
ら
に
は
ご
支
援
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
数
年
の
時
間
的
経
過
を
ふ
り
返
っ
て
み

ま
す
と
、
私
立
学
校
を
取
り
巻
く
環
境
は
変
化

す
る
と
と
も
に
、
厳
し
さ
を
増
し
て
き
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
教
育
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進

展
、
生
涯
学
習
社
会
実
現
へ
向
け
た
動
き
、
教

育
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）

年
に
は
、
教
育
基
本
法
及
び
教
育
三
法
の
改
正

と
い
う
大
改
革
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
昭
和
二

十
二
（
一
九
四
七
）
年
以
来
、
五
十
九
年
ぶ
り

の
教
育
基
本
法
の
改
正
で
は
、
私
立
学
校
に
関

す
る
条
文
が
新
設
さ
れ
、
私
立
学
校
の
重
要
な

役
割
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
私
学
振

興
の
重
要
性
が
、改
め
て
認
識
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
非
常
に
大
き
な
意
義
あ
る
改
革

だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

ま
た
近
年
、
私
立
学
校
教
職
員
の
福
利
厚
生

の
面
に
お
い
て
も
、高
齢
者
医
療
制
度
の
改
正
、

特
定
健
診
制
度
の
導
入
な
ど
、
新
し
い
方
向
が

打
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
昨
年
は
、
民
主
党
政
権
の
誕
生
に
よ

り
鳩
山
内
閣
が
発
足
す
る
な
ど
政
治
的
に
も
大

き
な
変
化
、
変
動
が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
、
私

学
を
取
り
巻
く
環
境
は
転
換
期
を
迎
え
る
こ
と

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

本
事
業
団
は
、平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
に
、

私
学
振
興
の
総
合
的
な
推
進
役
と
な
る
べ
く
、

日
本
私
学
振
興
財
団
と
私
立
学
校
教
職
員
共
済

組
合
が
統
合
し
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
以
来
、

私
学
振
興
の
中
核
的
な
担
い
手
と
し
て
、
各
私

立
学
校
が
、
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
特
色
を
十
分
に
発
揮

し
て
、
優
れ
た
教
育
・
研
究
活
動
と
社
会
貢
献

を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教
職
員
の

皆
様
が
安
心
し
て
職
務
に
専
心
で
き
る
よ
う
、

努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
助
成
業
務
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学

大
臣
か
ら
示
さ
れ
た
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）

年
度
を
初
年
度
と
す
る
第
二
期
中
期
目
標
の
も

と
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
中
期
計
画
の
初

年
度
の
業
務
実
績
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
独
立

行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
評
価
を
受
け
ま
し

た
。
平
成
二
十
年
度
も
私
立
学
校
振
興
の
た
め

の
各
事
業
を
着
実
に
遂
行
し
、
事
務
組
織
の
見

直
し
な
ど
業
務
運
営
の
効
率
化
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
嬉
し
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
実
績

に
つ
い
て
は
、
評
価
委
員
会
か
ら
「
第
二
期
中

期
計
画
の
初
年
度
と
し
て
、
平
成
二
十
年
度
の

計
画
を
着
実
に
達
成
し
て
い
る
」「
私
立
学
校

教
育
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
、

各
種
業
務
の
改
善
・
実
行
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

今
後
も
さ
ら
な
る
活
躍
を
期
待
し
た
い
」
と
の

評
価
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
一

方
で
「
私
立
学
校
の
経
営
環
境
が
厳
し
く
な
る

中
で
、
情
報
提
供
と
経
営
相
談
業
務
の
充
実
が

課
題
。
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

一
層
強
化
さ
れ
た
い
」
と
い
っ
た
今
後
の
課
題

も
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。

　

引
き
続
く
少
子
化
傾
向
や
先
行
き
の
見
え
な

い
経
済
不
況
な
ど
、
私
立
学
校
を
取
り
巻
く
厳

し
い
経
営
環
境
を
踏
ま
え
、
本
年
も
国
、
私
学

関
係
団
体
等
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
経
営
支

援
を
は
じ
め
と
す
る
業
務
全
般
に
つ
い
て
、
そ

の
重
点
化
、
効
率
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一

層
の
充
実
・
強
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
共
済
業
務
に
お
い
て
は
、
私
学
教
職

員
で
あ
る
加
入
者
約
五
十
万
人
と
そ
の
家
族
で

あ
る
被
扶
養
者
約
三
十
四
万
人
の
た
め
の
医
療

保
険
（
短
期
給
付
）
事
業
、
年
金
受
給
者
約
三

十
四
万
人
へ
の
給
付
を
行
う
年
金（
長
期
給
付
）

事
業
、
福
祉
事
業
の
共
済
制
度
を
運
営
し
て
い

ま
す
。

　

昨
年
は
少
子
化
対
策
と
し
て
出
産
費
等
の
改

正
を
お
こ
な
っ
た
ほ
か
、
人
間
ド
ッ
ク
利
用
の

費
用
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導

入
に
よ
り
利
用
補
助
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

七
十
五
歳
以
上
の
教
職
員
に
対
し
独
自
に
補
助

を
お
こ
な
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
法
案
に

つ
い
て
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
廃
案
と
な

り
ま
し
た
が
、
年
金
及
び
医
療
制
度
に
つ
い
て

は
、
今
後
と
も
、
そ
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て

い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の
動

向
を
見
極
め
つ
つ
、
引
き
続
き
、
私
学
教
職
員

の
福
利
厚
生
の
向
上
の
た
め
の
最
善
の
道
を

探
っ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

私
と
し
て
も
、
私
立
学
校
の
教
育
・
研
究
の

支
援
に
必
要
な
業
務
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に

行
う
我
が
国
唯
一
の
機
関
と
し
て
の
本
事
業
団

の
使
命
を
改
め
て
認
識
し
、
私
学
の
さ
ら
な
る

発
展
に
向
け
て
、
そ
の
職
責
を
全
う
し
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

　

儒
教
の
バ
イ
ブ
ル
の
一
つ
の
『
孟
子
』
は
述

べ
て
い
ま
す
。

　

―
―

天
の
時
は
地
の
利
に
し
か
ず
。
地
の
利

は
人
の
和
に
し
か
ず
。

　

す
な
わ
ち
、｢

天
の
時
」「
地
の
利
」「
人
の

和
」
と
い
う
も
の
の
な
か
で
、「
人
の
和
」
と

い
う
も
の
、
つ
ま
り
人
び
と
の
一
致
団
結
と
い

う
も
の
が
物
事
を
成
し
遂
げ
る
際
、
最
も
重
要

だ
、と
い
う
の
で
す
。
私
た
ち
は
私
学
人
の「
人

の
和
」
を
強
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教

育
力
、
研
究
力
、
社
会
貢
献
力
を
強
化
し
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

二
十
一
世
紀
と
い
う
激
動
す
る
時
代
背
景
の

も
と
、
本
事
業
団
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
ま
す

ま
す
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
と
も
、
多
様
化
し
て
い

く
私
学
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、
私
は
皆
様

方
の
ご
指
導
ご
支
援
を
得
な
が
ら
、
新
た
な
気

持
ち
で
各
業
務
の
一
層
の
充
実
に
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

理
事
長　

河か
わ　

田た　

悌て
い　

一い
ち

就
任
あ
い
さ
つ
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私
学
事
業
団
が
交
付
す
る
私
立
大
学
等
経
常

費
補
助
金
特
別
補
助
に
は
、
有
識
者
に
よ
る
審

査
を
基
に
採
択
を
行
う
補
助
項
目
が
あ
り
ま

す
。
本
号
で
は
、
今
年
度
の
採
択
状
況
等
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

一　

平
成
二
十
一
年
度
の
採
択
制
補
助
項
目

　

今
年
度
新
規
に
募
集
を
行
っ
た
採
択
制
補
助

項
目
は
「
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
」
の
み
で

す
。
こ
の
項
目
は
、
昨
年
度
ま
で
の
「
定
員
割

れ
改
善
促
進
特
別
支
援
経
費
」
の
名
称
及
び
補

助
要
件
を
変
更
し
、
他
機
関
と
の
連
携
な
ど
に

よ
り
経
営
改
善
に
取
り
組
む
私
立
大
学
等
に
対

し
、
原
則
と
し
て
五
年
間
（
三
年
後
に
中
間
評

価
を
実
施
）
一
定
額
を
補
助
す
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
昨
年
度
ま
で
採
択
制
補
助
項
目
で

あ
っ
た
「
教
育
・
学
習
方
法
等
改
善
支
援
」
及

び
「
新
規
学
習
ニ
ー
ズ
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
支
援

経
費
」
の
二
項
目
は
、
今
年
度
の
特
別
補
助
全

般
に
わ
た
る
補
助
項
目
の
見
直
し
に
お
い
て
廃

止
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
当
該
項
目
に
つ
い
て

は
十
九
・
二
十
年
度
に
採
択
さ
れ
た
課
題
の
継

続
申
請
分
の
み
の
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

二　

審
査
・
採
択
方
法

　
「
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
」
の
採
択
に
当

た
っ
て
は
、「
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特

別
補
助
検
討
委
員
会
」（
以
下
「
検
討
委
員
会
」

と
い
う
）
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
「
改
善
計
画

審
査
委
員
会
」
が
書
面
審
査
を
行
い
、
審
査
要

領
に
定
め
ら
れ
て
い
る
審
査
方
針
に
掲
げ
ら
れ

た
事
項
を
総
合
的
に
評
価
し
ま
す
。
こ
の
審
査

結
果
を
も
と
に
「
改
善
計
画
審
査
委
員
会
」
の

合
議
に
よ
り
、
予
算
額
の
範
囲
内
で
採
択
候
補

校
の
選
定
が
行
わ
れ
た
後
、
検
討
委
員
会
に
お

い
て
審
査
結
果
の
審
議
が
行
わ
れ
、
採
択
校
を

決
定
し
ま
す
。

三　

申
請
状
況
及
び
採
択
状
況
（
表
）

①
教
育
・
学
習
方
法
等
改
善
支
援

　

継
続
分
と
し
て
申
請
さ
れ
た
一
、
六
二
七
件

が
全
件
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

②�

新
規
学
習
ニ
ー
ズ
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
支
援
経

費

　

継
続
分
と
し
て
申
請
さ
れ
た
四
三
件
が
全
件

採
択
さ
れ
ま
し
た
。

③
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費

　

私
立
大
学
等
一
校
に
つ
き
一
件
の
申
請
と
し

ま
し
た
。
大
学
六
六
校
（
新
規
分
二
八
校
）、

短
期
大
学
五
五
校
（
新
規
分
三
二
校
）、
高
等

専
門
学
校
一
校
（
新
規
分
一
校
）
の
合
計
一
二

二
校
（
新
規
分
六
一
校
）
か
ら
申
請
が
あ
り
、

新
規
分
と
し
て
大
学
一
〇
校
、
短
期
大
学
一
四

校
、
高
等
専
門
学
校
一
校
が
採
択
さ
れ
ま
し

た
（
新
規
分
の
採
択
率　

大
学
三
五
・
七
％
、

短
期
大
学
四
三
・
八
％
、
高
等
専
門
学
校
一
〇

〇
％
）。

　

ま
た
、
昨
年
度
ま
で
定
員
割
れ
改
善
促
進
特

別
支
援
経
費
と
し
て
採
択
さ
れ
、
継
続
分
と
し
て

申
請
さ
れ
た
五
二
件
は
、全
件
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

四　

そ
の
他

　

来
年
度
に
は
、
十
九
年
度
に
採
択
さ
れ
た
定

員
割
れ
改
善
促
進
特
別
支
援
経
費
の
中
間
評
価

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
評
価
要
領
に
つ
い
て
は
、

な
る
べ
く
早
く
お
知
ら
せ
し
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
の
で
、
計
画
の
着
実
な
実
施
に
心
が
け

て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
度

　

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

　
　
　
　

特
別
補
助
の
採
択
状
況

表　採択制補助項目採択状況

採択制補助項目 申請
学校数

申請件数
採択
学校数

採択件数 新規分
採択率
（B／A）

前年度
新規分
採択率総数 うち新規

（A） 総数 うち新規
（B）

①教育・学習方法等改善支援 5�7校 1,6�7件 0件 5�7校 1,6�7件 0件 57.7％

②新規学習ニーズ対応プログラム支援経費 4�校 4�件 0件 4�校 4�件 0件 65.7％

③未来経営戦略推進経費 1��校 1��件 61件 77校 77件 �5件 41.0％ �8.0％

学
校
種
別

大学 66校 66件 �8件 �9校 �9件 10件 �5.7％ 46.�％

短期大学 55校 55件 ��件 �7校 �7件 14件 4�.8％ �8.9％

高等専門学校 1校 1件 1件 1校 1件 1件 100.0％ ―

（注）未来経営戦略推進経費のうち高等専門学校については、前年度は申請がなかった。問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部
補
助
金
課

☎
〇
三
（
三
二
三
〇
）
七
三
〇
三
～
七
三
〇
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
特
別
補
助
第
一
係
）

　
　
　
　
　
　
　
　

七
三
〇
九
～
七
三
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
特
別
補
助
第
二
係
）

Ｅ
メ
ー
ル　

hojokin@
shigaku.go.jp

【参考：新規採択校の計画内容（例）】

○A大学…学部統合を行いつつ不採算の学科を整理して、学校全体の入学定員を削減し収支
改善を図る。地域社会との連携として、地域の企業、農家、商店、自治会等の課題を掬

すく

いあ
げて商品開発や地域づくり等に関する共同研究や委託研究を推進する。また、地元金融機関
と包括的な連携・協力に関する協定を締結するなど、緊密な連携を図っている。
○B短大…募集対象エリアを拡大し、出前授業の実施などで認知度を高める。学生総合支援
の部署を開設、学生に関する情報を一元化して統一的対応を図ることで学生満足度を上げる。
関連職能団体の有識者からなる本学評価委員会を設置、教育の向上・充実に努める。
○C短大…地域連携室を設置し、学生による地域活動を総括する。地域コミュニティ放送に教
員出演番組「C短大アワー」を持ち、教育と研究を公開する機会としている。
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一
．
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
重
要
性

　　

こ
れ
ま
で
は
、
様
々
な
入
試
方
法
の
改
善
、

広
報
活
動
、
高
校
訪
問
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
、進
学
説
明
会
、あ
る
い
は
進
学
相
談
会
（
個

別
面
談
会
）
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
バ
ラ
バ

ラ
に
行
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
効
果
が
あ
が

ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
学
生
募
集
に
か

か
る
す
べ
て
の
活
動
を
、
統
一
さ
れ
た
コ
ン
セ

プ
ト
で
実
施
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
今
大
学

の
中
で
広
が
っ
て
い
る
。

　

武
蔵
野
大
学
の
入
試
セ
ン
タ
ー
で
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
う
ち
の
大
学
で
は
、
入
試
活
動
と
広
報
を

ミ
ッ
ク
ス
し
た
ク
ロ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
考
え

方
で
学
生
募
集
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
広
報
か

ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
で
す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
を

つ
な
げ
て
お
り
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
や
高

校
訪
問
と
の
関
連
性
を
特
に
重
視
し
て
い
ま
す
。

　

私
ど
も
の
一
年
間
の
学
生
募
集
活
動
は
、
二

～
三
月
に
か
け
て
受
験
雑
誌
や
情
報
誌
関
係

に
広
告
を
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
四

～
五
月
に
は
、
大
学
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
や
各
種
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
を
流
し
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
P
R
し
て
い

き
ま
す
。
一
度
で
も
資
料
請
求
な
ど
を
さ
れ
た

人
に
は
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
資
料
を
次
々
と
送

付
し
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
ま
で
密
接
な
関

係
を
保
つ
よ
う
に
し
ま
す
。
七
月
の
オ
ー
プ
ン

キ
ャ
ン
パ
ス
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
す
べ
て
学
生
中

心
で
や
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｏ
で
入
学
す
る
学
生

た
ち
は
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
最
も
活
躍

し
て
く
れ
ま
す
し
、
就
職
に
も
強
い
の
が
特
徴

で
す
。
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
前
半
型
入

試
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
十
月
後
半
に
は
A
O

入
試
の
説
明
会
を
教
職
員
中
心
で
や
っ
て
い
ま

す
。
十
一
月
に
は
、
学
校
長
の
推
薦
が
必
要
な

公
募
推
薦
が
あ
り
ま
す
。
受
験
シ
ー
ズ
ン
が
近

く
な
る
と
、
後
半
型
入
試
を
ス
タ
ー
ト
し
、
一

般
入
試
の
受
験
生
用
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
内
容

ま
で
す
べ
て
変
え
ま
す
。
こ
う
し
て
一
年
中
継

続
的
に
メ
デ
ィ
ア
活
動
が
続
き
ま
す
。
そ
れ
が

P
D
C
A
の
サ
イ
ク
ル
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
く

わ
け
で
す
。」

　

こ
う
し
た
年
間
を
通
じ
た
募
集
活
動
の
中

で
、
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
事
業
団
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
オ
ー

プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
が
学
生
募
集
活
動
に
特
に
効

果
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
大
学
は
、
平
成
九
年

度
に
四
一
・
八
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、

十
四
年
度
に
は
七
一
・
一
％
、
さ
ら
に
二
十
年

度
に
は
九
〇
・
七
％
と
大
幅
に
伸
び
て
い
る
。

「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
学
生
を
集
め
ら
れ

な
か
っ
た
ら
最
悪
だ
。」
と
各
大
学
の
入
試
担

当
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
年
の
大
学

の
志
願
者
数
は
、
今
や
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

の
集
ま
り
具
合
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
て

も
過
言
で
な
い
。

　

松
本
大
学
で
は
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に

来
た
人
の
六
〇
～
七
〇
％
が
大
学
に
入
学
す
る

そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
埼
玉
女
子
短
期
大
学
の

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
参
加
者
の
う
ち
二

人
に
一
人
は
出
願
し
、
二
回
参
加
し
た
高
校
生

の
七
割
以
上
が
出
願
す
る
そ
う
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
ど
う
志
願

者
を
集
め
る
か
が
、
学
生
募
集
の
最
重
要
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

　

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
広
告
に
は
、
ラ
ジ

オ
、
テ
レ
ビ
、
新
聞
、
雑
誌
広
告
、
特
に
大
学

の
最
寄
り
駅
や
高
校
生
の
乗
降
数
の
多
い
駅
で

の
駅
張
り
ポ
ス
タ
ー
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
が

あ
る
。
特
に
夏
休
み
が
近
づ
く
こ
ろ
に
は
、
都

内
の
電
車
の
中
は
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中

吊
り
広
告
が
花
盛
り
に
な
る
。
し
か
し
、
昔
は

広
告
を
出
し
さ
え
す
れ
ば
、
か
な
り
の
効
果
が

あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
最
近
は
あ
ま
り
な
く
な
っ

た
よ
う
だ
。

　

二
．
進
学
説
明
会

　　

学
生
募
集
に
つ
い
て
詳
し
い
ラ
イ
セ
ン
ス
ア

カ
デ
ミ
ー
の
宇
佐
美
正
利
氏
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
「
大
学
や
短
大
は
こ
れ
ま
で
高
校
の
中
に
入

り
込
ま
ず
、
広
報
に
頼
っ
て
き
ま
し
た
が
、
マ

ス
媒
体
に
頼
っ
て
い
る
限
り
、
う
ま
く
い
か
な

く
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
の
大
学
や
短
大
は
、

一
人
、
二
人
の
生
徒
を
相
手
に
し
て
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
一
校
か
ら
一
人
で
も
来
れ
ば
、
二

〇
〇
校
か
ら
二
〇
〇
人
も
入
学
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
一

人
入
学
さ
せ
て
評
判
が
良
け
れ
ば
毎
年
後
輩
が

来
て
く
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
面
白
い
こ
と

に
全
国
的
な
傾
向
で
あ
り
、
高
校
生
は
自
分
の

先
輩
が
行
っ
て
い
る
大
学
に
し
か
行
か
な
い
傾

向
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
A
大
学
に
は
行
く

が
、
B
大
学
に
は
一
人
も
行
か
な
い
、
そ
の
逆

の
高
校
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
そ
の
一
人
を
ど
う
集
め
る
か
が
勝
負
な
の

で
す
。
三
十
年
前
か
ら
専
門
学
校
は
一
本
釣
り

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
、
や
っ
と
大
学
や

短
大
の
一
部
が
そ
の
重
要
性
に
気
づ
き
始
め
た

と
こ
ろ
で
す
。

　

高
校
訪
問
で
は
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
接
触

で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
生
徒
に
直
接
会
わ

な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
。
生
徒
が
選
択
す
る
時

代
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
待
っ
て
い
て
は
い
け
ま

少
子
化
時
代
の
学
生
募
集
活
動

　
　
　

―

進
学
説
明
会
と
進
学
相
談
会―
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せ
ん
。
今
の
高
校
で
は
、
一
年
生
は
職
業
別
ガ

イ
ダ
ン
ス
、
二
年
生
は
進
路
系
の
絞
り
込
み
、

三
年
生
は
進
路
を
決
定
し
て
大
学
別
の
説
明
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
総
合
科
目
と

い
う
授
業
の
中
に
入
り
込
み
、
職
業
別
ガ
イ
ダ

ン
ス
と
い
う
こ
と
で
一
、
二
年
生
に
直
接
語
り

か
け
、
自
分
の
大
学
の
存
在
を
高
校
生
に
刷
り

込
む
こ
と
が
大
切
で
す
。
大
学
の
職
員
に
は
分

か
り
や
す
い
説
明
が
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
こ
れ
か
ら
は
講
演
の
上
手
な
職
員
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
大
学
の
職
員
が
弱
い

の
は
、
職
業
別
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
分
野
で
す
。
自

分
の
大
学
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
と
は

何
か
、
特
に
大
学
全
体
の
系
統
と
職
業
の
つ
な

が
り
に
つ
い
て
の
話
が
で
き
な
く
て
は
い
け
な

い
の
で
す
。
入
試
課
の
職
員
は
も
っ
と
勉
強
し

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
高
校
一
、
二
年
生

を
ど
う
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
集
め
る
か
が

勝
負
に
な
っ
て
き
ま
す
か
ら
。」

　

宇
佐
美
氏
の
言
う
と
お
り
、
高
校
で
行
わ
れ

る
進
学
説
明
会
に
ど
う
入
り
込
む
か
が
重
要
な

課
題
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
高
校
訪
問
の

目
的
は
、
高
校
側
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
収
集

す
る
こ
と
、
及
び
学
校
推
薦
入
試
や
A
O
入
試

に
生
徒
を
紹
介
し
て
も
ら
う
こ
と
が
中
心
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
の
重
要
な
目

標
の
一
つ
は
、
自
分
の
大
学
の
単
独
の
進
学
説

明
会
を
高
校
で
開
催
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に

な
っ
て
き
て
い
る
そ
う
だ
。
そ
こ
ま
で
話
を
進

め
る
た
め
に
は
、
か
な
り
の
年
数
が
か
か
る
だ

ろ
う
が
、
毎
年
数
校
ず
つ
で
も
増
や
し
て
い

く
努
力
が
大
切
で
あ
る
。
進
学
説
明
会
は
、
一

般
的
に
は
一
時
間
か
ら
一
時
間
半
、
目
い
っ
ぱ
い

進
学
や
大
学
に
つ
い
て
説
明
し
、
終
了
後
は
長

時
間
に
わ
た
る
質
疑
応
答
の
時
間
が
と
ら
れ
て

い
る
の
で
、
入
試
広
報
担
当
者
に
と
っ
て
大
き

な
活
躍
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
進
学
説
明

会
で
高
校
生
の
心
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

高
校
の
進
路
指
導
の
先
生
と
の
長
年
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
努
力
が
結
実
し
た
こ
と
に
な

る
。
立
命
館
大
学
で
は
、
十
数
年
前
か
ら
全
国

各
地
の
高
校
で
単
独
の
進
学
説
明
会
を
実
施
し
、

地
元
以
外
の
受
験
生
に
も
教
職
員
が
直
接
語
り

か
け
る
機
会
を
設
け
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

　

各
学
校
の
担
当
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

●
東
海
大
学　

小
山
誠
広
報
課
長

　
「
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
生
徒
を
集
め
る

た
め
に
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
発
想
で
は
な
か

な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
来
さ
せ
る
た
め
の

種
を
ま
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
最
近
は
、
い

く
ら
広
告
を
出
し
て
も
ダ
メ
で
す
。
進
学
説
明

会
や
相
談
会
で
高
校
生
に
直
接
話
し
か
け
な
け

れ
ば
ダ
メ
な
の
で
す
。

　

私
は
、
年
間
一
五
〇
校
位
の
高
校
の
進
学
説

明
会
で
話
し
て
い
ま
す
。
一
週
間
で
四
校
お
伺

い
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
が
全
国
の
高
校

か
ら
引
っ
張
り
だ
こ
に
な
っ
た
の
は
、
高
校
の

進
路
指
導
の
先
生
が
話
し
た
い
よ
う
な
こ
と
を

代
わ
り
に
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
東
海
大
学
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
し
ま

せ
ん
。
進
路
や
ニ
ー
ト
の
こ
と
、
受
験
勉
強
の

仕
方
な
ど
の
話
を
中
心
に
し
て
い
ま
す
。
私
の

中
に
は
一
〇
〇
以
上
の
引
き
出
し
が
あ
っ
て
、

生
徒
の
表
情
を
見
な
が
ら
話
の
内
容
を
変
え
て

い
き
ま
す
。
例
え
ば
、
進
学
校
の
生
徒
な
ら
、

先
ほ
ど
話
し
た
よ
う
な
受
験
勉
強
の
仕
方
、
就

職
が
メ
イ
ン
の
高
校
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
職
業

に
つ
い
て
の
話
を
し
ま
す
。
生
徒
が
熱
心
に
聴

い
て
く
れ
た
と
き
は
、
本
当
に
う
れ
し
い
で
す

ね
。
地
方
の
高
校
な
ど
に
行
っ
た
と
き
、
た
く

さ
ん
の
生
徒
が
窓
か
ら
手
を
振
っ
て
く
れ
た
り

し
ま
す
。
な
ん
だ
か
金
八
先
生
に
な
っ
た
よ
う

な
気
が
し
て
涙
が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。」

●
法
政
大
学　

入
試
担
当
者

　
「
高
校
の
先
生
か
ら
説
明
に
来
て
欲
し
い
と

い
う
依
頼
が
、
月
に
十
件
ほ
ど
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
受
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
高
校
か
ら
の
説
明
会
の
依
頼
は
、
そ
の
高

校
か
ら
数
名
で
も
受
験
し
て
く
れ
れ
ば
受
験
料

な
ど
で
ペ
イ
で
き
る
の
で
、
原
則
と
し
て
ど
ん

な
に
遠
く
て
も
出
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。ま
た
、オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
リ
ー
ダ
ー

的
な
学
生
た
ち
が
、
自
分
の
出
身
高
校
の
先
生

と
話
を
つ
け
て
説
明
会
が
実
施
さ
れ
た
ケ
ー
ス

も
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
は
、
学
部
の
説

明
な
ど
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
在
学
生
に
協
力

し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
高
校
で
進

学
説
明
会
を
す
れ
ば
、
必
ず
何
人
か
は
オ
ー
プ

ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
来
て
く
れ
る
の
で
、
そ
の
効

果
は
非
常
に
大
き
い
の
で
す
。」

●
東
洋
大
学

　
「
学
年
別
の
進
学
説
明
会
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ

呼
ん
で
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
高
校

に
出
か
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は

自
校
の
大
学
の
P
R
は
ほ
と
ん
ど
し
ま
せ
ん
。

高
校
の
先
生
や
高
校
生
が
知
ら
な
い
こ
と
を
話

題
と
し
て
持
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

が
将
来
的
に
は
自
分
の
大
学
に
と
っ
て
プ
ラ
ス

で
跳
ね
返
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
先
生
や
生
徒

に
喜
ば
れ
る
材
料
を
持
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か

は
、
自
分
の
情
報
量
と
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
に

な
り
ま
す
ね
。」

●
松
本
大
学　

小
倉
宗
彦
事
務
局
長

　
「
県
内
の
高
校
の
進
学
説
明
会
は
、
こ
れ
ま

で
は
国
立
の
信
州
大
学
の
職
員
が
や
っ
て
い
た

の
で
す
が
、
最
近
は
地
元
に
根
付
い
て
い
る
松

本
大
学
さ
ん
に
お
願
い
し
た
い
と
い
う
高
校
が

増
え
て
い
ま
す
。
今
や
高
校
で
は
、
大
学
進
学

の
心
構
え
を
ど
う
す
る
か
な
ど
の
話
を
上
手
に

で
き
る
大
学
職
員
を
求
め
て
い
ま
す
。
お
か
げ

さ
ま
で
、
う
ち
の
職
員
は
み
ん
な
進
学
説
明
会

で
上
手
に
話
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。」

●
星
城
大
学　

今
村
裕
事
務
局
長

　
「
う
ち
の
大
学
で
は
和
歌
山
、
甲
府
な
ど
数

か
所
で
会
館
を
借
り
て
大
学
独
自
の
説
明
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
進
学

説
明
会
の
前
に
、
海
外
で
も
有
名
な
天あ
ま
の
せ
ん

野
宣
の

太
鼓
の
演
奏
を
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
会
場
で
は
、
太
鼓
目
当
て
に
か
な
り
の

高
校
生
と
そ
の
父
母
が
集
ま
り
、
そ
こ
で
星
城

大
学
の
P
R
を
し
た
り
、
大
学
の
ビ
デ
オ
を
上

演
し
て
い
ま
す
。」

　

こ
れ
は
、
他
の
大
学
で
も
有
効
だ
と
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
有
名
な
卒
業
生
な
ど
の
ラ
イ
ブ
や

演
奏
会
、
講
演
会
な
ど
を
実
施
し
た
後
に
、
大

学
の
進
学
説
明
会
を
開
催
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
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か
。
そ
の
際
、
卒
業
生
た
ち
に
自
校
の
魅
力
を

話
し
て
も
ら
え
ば
、
そ
の
効
果
は
一
層
大
き
く

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

進
学
説
明
会
で
の
工
夫
は
、
大
学
だ
け
で
な

く
高
等
学
校
に
お
い
て
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

●
水
城
高
等
学
校
（
茨
城
県
）
後
藤
宏
事
務
長

　
「
私
は
、
塾
や
中
学
校
主
催
に
よ
る
学
校
説

明
会
で
、
参
加
校
の
説
明
を
録
音
し
て
分
析
し

ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
、『
ほ
と
ん
ど
の
学

校
が
年
輩
の
教
員
で
、
平
坦
な
ト
ー
ン
で
、
同

じ
よ
う
な
話
を
し
て
い
る
』
こ
と
に
気
づ
き
ま

し
た
。生
徒
募
集
で
他
校
と
差
別
化
す
る
の
は
、

こ
れ
だ
と
考
え
ま
し
た
。
私
は
、一
時
間
と
か
、

十
分
と
か
説
明
に
割
り
当
て
ら
れ
た
時
間
ご
と

に
説
明
会
用
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
原
稿
を
用
意
し
ま

し
た
。
そ
の
な
か
に
は
笑
い
を
取
る
ポ
イ
ン
ト

な
ど
も
お
さ
え
て
い
ま
す
。
結
果
と
し
て
『
水

城
の
先
生
は
話
が
う
ま
い
』
と
い
う
評
価
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
ま
ま
進
学
志
望
へ
と
つ

な
が
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。」

　

一
方
、
説
明
者
が
教
員
の
場
合
に
は
、
各
学

部
の
楽
し
さ
や
面
白
さ
、
あ
る
い
は
卒
業
後
に

就
職
で
き
る
職
業
な
ど
に
つ
い
て
話
す
と
い
い

だ
ろ
う
。

●
多
摩
美
術
大
学　

岩
倉
信
弥
教
授

　
「
私
が
高
校
や
予
備
校
な
ど
の
進
学
説
明
会

に
行
っ
て
驚
い
た
の
は
、
他
大
学
の
説
明
者

が
、
生
徒
や
高
校
の
先
生
方
に
そ
の
学
部
や
学

科
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
楽
し
く
て
面
白
い
か
で

は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
入
学
す
る
か
ば
か
り
を

問
題
に
し
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
、
私

は
、
ぜ
ひ
多
摩
美
術
大
学
を
受
験
し
て
く
だ
さ

い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ

ン
と
は
携
帯
電
話
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
ま
で
関
係
し

ま
す
。
私
は
、
ホ
ン
ダ
で
こ
ん
な
に
楽
し
く
プ

ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
の
仕
事
を
や
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
う
い
う
分
野
が
好
き
な
ら
ば
、
こ
う
い

う
先
生
が
い
る
か
ら
ぜ
ひ
一
緒
に
勉
強
し
ま

し
ょ
う
と
呼
び
か
け
た
の
で
す
。
説
明
す
る
前

に
は
数
十
人
の
う
ち
二
、
三
人
し
か
関
心
を
示

し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
私
が
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ

イ
ン
に
つ
い
て
一
時
間
程
度
話
す
と
、
終
わ
る

こ
ろ
に
は
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
手
を
上
げ
て
く

れ
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
、
名
古
屋
の
河
合
塾
で
見
か
け
た

受
験
生
が
、
新
宿
の
代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
い

た
の
で
理
由
を
聞
く
と
、『
昨
年
、
多
摩
美
術

大
学
で
補
欠
の
一
番
だ
っ
た
の
に
落
ち
て
し
ま

い
ま
し
た
。そ
れ
で
東
京
の
予
備
校
に
入
っ
て
、

ど
う
し
て
も
多
摩
美
に
入
り
た
い
』
と
い
う
答

え
で
し
た
。
進
学
説
明
会
で
の
努
力
が
実
り
、

お
か
げ
さ
ま
で
私
の
学
科
で
は
五
年
間
で
志
願

者
数
が
倍
増
し
ま
し
た
。」

　　

三
．
進
学
相
談
会
（
個
別
面
談
会
）

　　

進
学
相
談
会
は
、
個
別
の
学
生
の
質
問
に
対

し
て
大
学
職
員
が
ブ
ー
ス
な
ど
で
答
え
る
も
の

で
あ
り
、
個
別
の
生
徒
と
直
に
接
触
で
き
る
貴

重
な
機
会
で
あ
る
。
進
学
相
談
会
に
は
、
広
告

会
社
な
ど
の
業
者
が
主
催
す
る
も
の
、
大
学
が

主
催
す
る
も
の
、
高
校
が
主
催
す
る
も
の
な
ど

が
あ
る
。

　

特
に
四
～
六
月
頃
ま
で
は
、
高
校
三
年
生
は

先
生
か
ら
進
路
を
決
め
る
よ
う
に
迫
ら
れ
る
時

期
で
あ
り
、
業
者
主
催
や
高
校
独
自
の
進
学
相

談
会
が
た
く
さ
ん
開
か
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

高
校
生
に
直
接
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

れ
ら
の
相
談
会
は
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
に
高

校
生
を
誘
う
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。「
悩

ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、一
度
、見
学
に
い
ら
っ

し
ゃ
い
」
な
ど
と
上
手
に
誘
え
ば
、
か
な
り
の

効
果
が
期
待
で
き
る
。

●
埼
玉
女
子
短
期
大
学

　
「
う
ち
で
は
、
広
報
・
宣
伝
に
は
お
金
を
使

わ
な
い
よ
う
に
し
て
お
り
、
電
車
の
中
吊
り
広

告
や
新
聞
の
広
告
は
い
っ
さ
い
出
し
て
い
ま
せ

ん
。
最
も
重
視
し
て
い
る
の
は
、
業
者
を
通
し

て
高
校
や
ホ
テ
ル
な
ど
で
開
か
れ
る
進
学
相
談

会
で
あ
り
、
そ
れ
が
う
ち
の
命
綱
で
す
。
高
校

で
行
う
相
談
会
が
五
八
件
で
、
一
般
会
場
で
行

う
の
が
七
三
件
、
あ
わ
せ
て
一
三
一
会
場
に
参

加
し
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
会
場
に
参
加
す

る
こ
と
は
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
ま
す

が
、
そ
れ
が
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
集
客
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。」

●
大
谷
大
学　

滝
川
義
弘
事
務
部
長

　
「
私
が
入
試
課
に
い
る
と
き
、
高
校
訪
問
な

ど
の
活
動
を
一
切
や
め
て
、
学
生
と
直
に
話
せ

る
進
学
相
談
会
に
全
精
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
そ

こ
で
は
、
な
ぜ
大
谷
大
学
を
選
ぶ
の
か
、
他
の

大
学
と
ど
こ
が
違
う
の
か
を
、
生
徒
が
両
親
に

分
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
方
法
を
考
え
出

し
、
そ
れ
を
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
入
試
課
の
職

員
に
配
付
し
ま
し
た
。」

●
星
城
大
学　

今
村
事
務
局
長

　
「
う
ち
の
大
学
で
は
、
大
学
の
校
舎
や
地
方

の
ホ
テ
ル
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
個
別
相
談

会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
大
学
周
辺
に
住
ん
で

い
る
資
料
請
求
者
に
は
、
大
学
の
校
舎
で
行
う

か
、
時
に
は
自
宅
に
お
伺
い
し
て
簡
単
な
説
明

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、

地
方
で
行
う
場
合
に
は
、
面
談
の
案
内
を
出
し

て
、
経
費
節
減
の
た
め
に
全
国
の
ホ
テ
ル
の
ロ

ビ
ー
で
待
ち
合
わ
せ
し
て
い
ま
す
。
東
京
で
は

帝
国
ホ
テ
ル
で
行
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
そ
の

よ
う
な
面
談
を
『
ロ
ビ
ー
外
交
』
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
私
は
ど
ん
な
に
混
雑
し
て
い
る
ホ
テ
ル

で
も
、
面
談
に
来
た
生
徒
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま

す
。」

　

今
や
大
学
教
育
は
、
面
倒
見
の
良
さ
が
勝
負

に
な
っ
て
お
り
、
マ
ス
教
育
か
ら
一
人
ひ
と
り

の
学
生
に
対
応
す
る
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
教
育
の

時
代
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
学
生

募
集
の
中
心
も
広
告
・
広
報
の
マ
ス
コ
ミ
の
時

代
か
ら
一
人
ひ
と
り
の
生
徒
に
対
応
し
た
口
コ

ミ
の
時
代
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー

☎
〇
三
（
三
二
三
〇
）
七
八
五
四

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp
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共
済
業
務

■
提
出
上
の
注
意

①　

事
前
受
付
の
対
象
と
な
る
報
告
書
等
は

次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
通
常
分
の
報

告
書
等
と
は
区
別
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

②　

提
出
書
類
は
記
入
も
れ
の
な
い
よ
う
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
学
校
記
号
番

号
に
誤
り
が
あ
る
と
別
の
学
校
で
決
定
し

て
し
ま
い
、
誤
決
定
先
の
学
校
へ
大
変
な

迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③　
「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
つ
い
て
は
、

私
学
共
済
制
度
の
加
入
履
歴
を
確
認
し
、

「
１
．
新
規
資
格
取
得
」「
３
．
再
資
格
取

得
」
の
い
ず
れ
か
を
丸
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
（
継
続
資
格
取
得
は
事
前
受
付
の
対
象

外
で
す
）。

　
　

ま
た
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
は
正

確
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も

に
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
等
の
写
し
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

④　

書
類
不
備
に
よ
る
返
送
等
が
あ
る
と
再

提
出
の
受
付
日
以
降
に
処
理
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
分
加
入
者
証
及
び

確
認
通
知
書
等
の
発
送
が
遅
く
な
り
ま
す
。

⑤　

任
意
継
続
加
入
者
が
引
き
続
い
て
四
月

一
日
か
ら
再
資
格
取
得
す
る
場
合
は
、
事

前
受
付
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

■
報
告
内
容
の
訂
正

①　

事
前
受
付
の
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
「
訂
正
申
出
書
」

等
に
よ
り
訂
正
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

例
年
、
取
得
時
給
与
の
訂
正
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
誤
り
の
な
い
よ
う
確
認

の
う
え
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
訂
正
処
理
後
の
加
入
者
証
等
の

発
送
は
四
月
中
旬
以
降
と
な
り
ま
す
。

②　
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失

報
告
書
」
を
提
出
し
た
後
に
再
就
職
が
決

定
し
、
資
格
喪
失
日
（
退
職
日
の
翌
日
）

か
ら
他
の
健
康
保
険
制
度
又
は
共
済
組
合

等
に
本
人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
、
任

意
継
続
の
取
り
下
げ
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
次
の
事
由
に
よ
る
任
意
継
続
の

取
り
下
げ
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　

・
配
偶
者
等
の
被
扶
養
者
と
な
る

　

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る

■
加
入
者
証
等
の
取
り
扱
い

①　

三
月
三
十
一
日
退
職
者
は
、
退
職
日
ま

で
は
加
入
者
証
等
を
使
用
し
て
保
険
診
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
者
証

等
は
退
職
時
に
必
ず
回
収
し
て
く
だ
さ
い
。

②　
「
資
格
取
得
報
告
書
」
と
「
被
扶
養
者

認
定
申
請
書
」
を
同
時
に
提
出
し
た
場
合

で
も
、
被
扶
養
者
の
認
定
処
理
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

資
格
取
得
の
処
理
が
先
行
し
、
被
扶
養
者

の
表
示
が
な
い
加
入
者
証
が
先
に
送
付
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

被
扶
養
者
認
定
処
理
後
に
被
扶
養
者
を

表
示
し
た
加
入
者
証
を
改
め
て
送
付
し
ま

す
の
で
、
先
に
送
付
さ
れ
た
被
扶
養
者
の

表
示
が
な
い
加
入
者
証
は
返
納
し
て
く
だ

さ
い
。

③　

報
告
内
容
の
訂
正
を
し
た
場
合
は
、
訂

正
処
理
後
に
正
し
い
内
容
の
加
入
者
証
等

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
訂
正
前
の
加
入
者

証
等
は
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
者
証
返
納
の
際
は
、「
資
格
喪
失

に
よ
る
加
入
者
証
返
納
理
由
書

」
又
は

「
差
し
替
え
に
よ
る
加
入
者
証
返
納
理
由

書

」（
平
成
二
十
一
年
版
「
事
務
の
手

引
」
八
六
頁
参
照
）
を
添
付
し
、
返
納
し

て
く
だ
さ
い
。

資
格
取
得
・
資
格
喪
失
報
告
書
の
事
前
受
付

三
月
一
日
（
月
）
か
ら
受
け
付
け
を
始
め
ま
す

　

毎
年
三
月
末
か
ら
四
月
上
旬
は
資
格
取
得
や
資
格
喪
失
な
ど
の
届
け
出
が
集
中
し
ま
す
。
そ
こ

で
加
入
者
証
等
を
で
き
る
だ
け
早
く
お
届
け
す
る
た
め
に
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
等
の
事
前
受
付

を
三
月
一
日
（
月
）
か
ら
実
施
し
ま
す
。
三
月
三
十
一
日
退
職
及
び
四
月
一
日
採
用
等
教
職
員
の

異
動
を
予
定
し
て
い
る
学
校
法
人
等
は
、
ぜ
ひ
事
前
受
付
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

毎週２回の決定後に順次加入者証等の発送を行います。
※受け付けから加入者証等の発送までの事務処理に
　概ね２週間（標準処理期間）が必要となります。
※標準処理期間中は、処理状況に関する電話照会を
　控えていただくようお願いします。
※３月中に加入者証等が学校法人等へ届いた場合でも、
　４月１日以降に該当者に渡してください。

受付期間 ３月１日以降

決 定 日 受け付けから８日～ 10日後の火曜日・金曜日

発 送 日 決定日から３日後（土・日・祝日を除きます）

対象となる報告書等 事由発生日

①資格取得報告書※

　・新規資格取得
　・再資格取得
②所属学校等変更報告書
③被扶養者認定申請書
　（取得と同時申請分に限る）

４月１日
資格取得等

④資格喪失報告書
⑤任意継続加入者申出用資格
　喪失報告書

３月�1日
退職

※継続資格取得は対象外です
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共
済
業
務

1
資
格
関
係

　

資
格
喪
失
報
告
書

　
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
は
退
職
日
か
ら
十

日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
日
の
翌
日（
資
格
喪
失
日
）か
ら
加
入

者
と
し
て
の
資
格
が
な
く
な
り
、
加
入
者
証

等
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
同
報
告
書
に

加
入
者
証
、
遠
隔
地
被
扶
養
者
証
及
び
高
齢

受
給
者
証
を
添
付
し
て
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
長
期
給
付
（
年
金
）
の
加
入
者
期

間
は
資
格
喪
失
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

と
な
り
ま
す
（
月
末
の
退
職
は
退
職
し
た
月

ま
で
、
ま
た
、
月
途
中
で
の
退
職
は
そ
の
月

の
前
月
ま
で
が
加
入
者
期
間
に
な
り
ま
す
）。

　

長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
の
送
付

　

加
入
者
が
資
格
喪
失
す
る
と
確
認
通
知
書

と
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
を
学
校
法

人
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
加
入
者
に

必
ず
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
は
将
来
、

年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
な
加
入
者
番

号
や
加
入
者
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
と
一
日
以
上

加
入
者
で
あ
っ
た
人
（
注
一
）
が
資
格
を

喪
失
し
た
と
き
に
任
意
継
続
加
入
者
に
な
る

と
、
喪
失
日
か
ら
原
則
二
年
間
（
注
二
）
は

短
期
給
付
（
休
業
給
付
を
除
き
ま
す
）
及
び

福
祉
事
業
（
貸
付
け
及
び
貯
金
等
を
除
き
ま

す
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
長
期
給
付
（
年
金
）
は
継
続
で
き

ま
せ
ん
。

　

任
意
継
続
加
入
を
希
望
す
る
場
合
は
「
任

意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報
告
書
」

を
退
職
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
後
日
、
本
人
の
住
所
あ
て
に
「
任

意
継
続
加
入
者
証
」「
任
意
継
続
掛
金
納
付

通
知
書
」（
自
動
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
）
等

を
送
付
し
ま
す
。
納
付
期
限
ま
で
に
任
意
継

続
掛
金
の
支
払
い
が
な
い
場
合
、
任
意
継
続

加
入
者
の
資
格
は
喪
失
し
ま
す
の
で
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

（
注
一
）�

任
意
継
続
加
入
者
の
申
し
出
の
条

件
で
あ
る
「
引
き
続
き
一
年
と
一

日
以
上
」
の
期
間
に
は
、
過
去
の

任
意
継
続
加
入
者
の
期
間
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。

（
注
二
）��

喪
失
日
か
ら
二
年
の
間
に
七
十
五
歳

を
迎
え
る
人
に
つ
い
て
は
、
任
意
継

続
加
入
者
の
期
間
は
七
十
五
歳
の

誕
生
日
の
前
日
ま
で
に
な
り
ま
す
。

◎��

「
資
格
喪
失
報
告
書
」
等
に
つ
い
て
は
事

前
受
付
も
実
施
し
ま
す
（
七
頁
参
照
）。

2
短
期
関
係

　

退
職
後
、
本
人
と
し
て
他
の
健
康
保
険
制

度（
国
民
健
康
保
険
を
除
く
）に
加
入
し
た
と

き
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
給

付
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

退
職
後
の
付
加
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

出
産
費

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
退
職
後
六
か
月
以
内
に
出
産

し
た
と
き
は
、
出
産
費
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
退
職
後
、
家
族
の
被
扶
養
者
に

な
っ
た
と
き
は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族

出
産
育
児
一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共

済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る

か
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
（
両
方
か
ら
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

　

医
療
機
関
等
に
本
事
業
団
が
出
産
費
を
支

払
う
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
と
き

は
、「
私
学
事
業
団
か
ら
資
格
喪
失
後
の
出

産
費
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書

を
医
療
機
関
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
証
明
書
の
発
行
は
本
人
が
文
書
で
共
済

事
業
本
部
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

出
産
手
当
金

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
す
る
と
き
に
出
産
手

当
金
を
受
給
し
て
い
た
と
き
は
、
出
産
日
後

五
十
六
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
休
業
中
は
給
付
額
以
上
の
給
与
が

支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金
を
受
け

て
い
な
か
っ
た
人
も
出
産
日
後
五
十
六
日
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
在
職
中
は
休
業
せ
ず
勤
務
し

て
い
た
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

傷
病
手
当
金

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
後
も
継
続
し
て
労
働

能
力
が
な
く
療
養
し
て
い
る
場
合
は
、
支
給

期
間
一
年
六
か
月
を
限
度
と
し
て
傷
病
手
当

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①�

退
職
す
る
と
き
に
傷
病
手
当
金
を
受
給
し

て
い
た
と
き
は
、
継
続
し
て
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

②�

在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
、
在
職
中
は
給
付
額

以
上
の
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
傷

病
手
当
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
給
す

る
た
め
求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、

傷
病
手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
障
害
給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）

退
職
時
の
手
続
き
②

　

―
 

資
格
・
短
期
・
年
金
・
貸
付 ―
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共
済
業
務

及
び
退
職
・
老
齢
を
事
由
と
す
る
年
金
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
、
傷
病
手
当
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
支
給
さ
れ
る
年
金
の
日
額
が
傷

病
手
当
金
の
日
額
を
下
回
る
と
き
は
、
そ
の

差
額
を
傷
病
手
当
金
と
し
て
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

埋
葬
料

　

加
入
者
が
退
職
後
三
か
月
以
内
に
死
亡
し
た

と
き
は
、
埋
葬
料
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
年
金
関
係

　

六
十
歳
未
満
の
人
が
退
職
し
た
場
合

①
加
入
者
期
間
が
一
年
以
上
の
人

　

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
は
、
六
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共

済
年
金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

　

そ
の
後
に
生
ま
れ
た
人
は
、
支
給
開
始
年

齢
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
平
成

二
十
一
年
版「
事
務
の
手
引
」四
五
〇
頁
参
照
）。

②
加
入
者
期
間
が
一
年
未
満
の
人

　

六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

③
請
求
手
続
き

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
が
生
じ
る
一
か

月
位
前
に
、
共
済
事
業
本
部
又
は
各
ガ
ー
デ

ン
パ
レ
ス
（
東
京
・
京
都
を
除
き
ま
す
）
の

共
済
業
務
課
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
要
件
と
し
て
、
加
入

者
期
間
等
が
二
十
五
年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

�

退
職
共
済
年
金
の
決
定
を
受
け
て

　

い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

①
七
十
歳
未
満
の
退
職

　

資
格
喪
失
後
、「
退
職
共
済
年
金
改
定
請

求
書
（
退
職
用
）」
を
年
金
者
あ
て
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
学
校
法
人
等
を
経
由
せ
ず
、
直

接
共
済
事
業
本
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
退
職
後
一
か
月
以
内
に
再
び
加
入

者
と
な
っ
た
場
合
は
、
退
職
改
定
に
該
当
し

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
七
十
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
の
実
退
職

　

退
職
改
定
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
場
合

　

六
十
五
歳
未
満
の
人
が
受
給
す
る
退
職
共

済
年
金
は
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
と
の
調

整
が
行
わ
れ
ま
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職

の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、
届
け
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
共
済
事
業
本
部
に
照

会
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
の
届
け
出

　

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
が
退
職
す
る

と
、
退
職
し
た
加
入
者
と
そ
の
加
入
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者（
被
扶
養
配
偶
者
）は
、

国
民
年
金
へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
届
け
出
が
な
い
と
、
将

来
年
金
が
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
再
就
職

先
の
事
業
所
又
は
市
区
町
村
の
国
民
年
金
担

当
の
窓
口
で
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
の
強
制
加
入
は
六
十
歳

未
満
で
す
。
退
職
し
た
加
入
者
や
そ
の
被
扶

養
配
偶
者
が
六
十
歳
以
上
の
場
合
は
、
届
け

出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
三
月
三
十
一
日
退
職
の
場
合
】

①
四
月
一
日
に
再
就
職
す
る
場
合

　

・
加
入
者
本
人
→
不
要

　

・
被
扶
養
配
偶
者

　
　
　
　
　
　

→
「
種
別
確
認
届
」
を
提
出

　

＊
届
出
先
→
再
就
職
先
の
事
業
所

②
四
月
一
日
か
ら
無
職
又
は
自
営
業
と

　

な
る
場
合

　

・
加
入
者
本
人

　
　
　
　
　
　

→
「
種
別
変
更
届
」
を
提
出

　

・
被
扶
養
配
偶
者

　
　
　
　
　
　

→
「
種
別
変
更
届
」
を
提
出

　

＊
届
出
先
→
市
区
町
村
の

国
民
年
金
担
当
窓
口　

4
貸
付
関
係

　

貸
付
け
の
償
還

　

貸
付
け
は
、
学
校
法
人
等
に
在
職
す
る
加

入
者
が
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
退
職
等
に
よ

り
加
入
者
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
全
額
償

還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
額
償
還
す

る
方
法
は
、「
即
時
償
還
」「
在
職
中
の
任
意

償
還
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

１�　

資
格
喪
失
の
確
認
後
に
即
時
償
還

を
す
る

　

学
校
法
人
等
が
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
を

提
出
し
、
本
事
業
団
が
確
認
す
る
と
自
動
的

に
即
時
償
還
と
な
り
ま
す
。

①
最
終
定
期
償
還

　

貸
付
け
の
償
還
と
し
て
の
届
け
出
は
不
要

で
す
が
、
資
格
喪
失
を
確
認
す
る
ま
で
は
定

期
償
還
が
継
続
し
ま
す
。
手
続
き
の
時
期
に

よ
り
、
実
際
に
は
退
職
し
た
月
以
後
の
定
期

償
還
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

即
時
償
還
は
、償
還
通
知
書
の
交
付
日（
資

格
喪
失
を
本
事
業
団
が
確
認
し
た
日
）
か
ら

六
十
日
が
償
還
期
限
と
な
り
ま
す
。

③
即
時
償
還
の
額

　

即
時
償
還
の
額
は
、
償
還
残
元
本
額
と
払

込
日
ま
で
の
経
過
利
息
の
合
計
額
で
す
。
償

還
期
限
ま
で
、
貸
付
け
の
応
答
日
ご
と
に
月

利
計
算
し
た
経
過
利
息
を
加
算
し
ま
す
（
定

期
償
還
で
利
息
を
支
払
っ
た
月
の
利
息
は
か

か
り
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
即
時
償
還
の
払
込
取
扱
票
は
、
経
過

利
息
の
計
算
に
あ
わ
せ
、
複
数
枚
の
払
込
取
扱

票
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
即
時
償
還
通
知
書
を

確
認
し
、
払
込
日
に
合
致
し
た
償
還
額
の
払
込

取
扱
票
を
使
用
し
て
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

即
時
償
還
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
、
後
日
、

学
校
法
人
等
を
通
じ
て
一
日
当
た
り
〇・〇
三
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％
の
延
滞
金
を
請
求
し
ま
す
。

④
償
還
金
の
回
収
方
法

　

即
時
償
還
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、

借
受
人
の
退
職
金
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
借

受
人
か
ら
預
っ
た
償
還
額
を
学
校
法
人
等
が

払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
退
職
後
に
発
生
し
て
い
る
定
期
償
還

が
あ
る
場
合
は
、
即
時
償
還
と
あ
わ
せ
て
、
借

受
人
の
退
職
金
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
借
受
人

か
ら
償
還
額
を
預
り
定
期
償
還
期
限
ま
で
に

他
の
借
受
人
と
一
緒
に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
退
職
後
に
喪
失
を
報
告
し
た
即
時
償
還
】

○
三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

　
　
　
○
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

○「
資
格
喪
失
報
告
書
」
を
提
出

　
　
　
（
標
準
処
理
期
間　

受
付
か
ら
�
週
間
）

　
　
　
（
こ
の
間
に
四
月
通
知
定
期
償
還
発
生
）

○
資
格
喪
失
を
確
認
と
同
日
に

　

即
時
償
還
通
知
書
を
交
付

　
　
　
○
五
月
六
日　

四
月
分
定
期
償
還
期
限

○
交
付
日
の
六
十
日
後　

即
時
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　

三
月
分
・
四
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　

＋

　
　
　
　
　
　
　

四
月
定
期
償
還
後
元
本

　

即
時
償
還
額
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　

＋
経
過
利
息

▼
資
格
喪
失
の
事
前
受
付
と
即
時
償
還

　

年
度
末
に
実
施
し
て
い
る
資
格
関
係
書
類

の
事
前
受
付
で
資
格
喪
失
の
手
続
き
を
し
た

場
合
、
四
月
通
知
の
定
期
償
還
を
確
定
さ
せ

る
前
に
資
格
喪
失
が
確
認
で
き
る
た
め
、
三

月
通
知
が
最
終
定
期
償
還
に
な
り
ま
す
。

◎
事
前
受
付
で
手
続
き
し
た
場
合
、
資
格
喪

失
の
確
認
時
期
が
貸
付
け
の
応
答
日
直
前
に

な
る
た
め
、
償
還
通
知
を
学
校
法
人
等
が
受

け
取
っ
た
時
点
で
使
用
で
き
な
い
払
込
取
扱

票
が
同
封
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
事
前
受
付
と
い
う
特
例
な
処
理
に
因
る

も
の
で
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
事
前
受
付
で
喪
失
を
報
告
し
た
即
時
償
還
】

○
三
月
初
旬

　

事
前
受
付
で
資
格
喪
失
を
報
告

　
　○

三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

　
　
　
○
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

○�

資
格
喪
失
を
確
認
（
四
月
初
旬
）
と
同
日

に
即
時
償
還
通
知
書
を
交
付

　
　○

交
付
日
の
六
十
日
後　

即
時
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　

三
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　

＋

　
　
　
　
　
　
　

三
月
定
期
償
還
後
元
本

　

即
時
償
還
額
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　

＋
経
過
利
息

２　

在
職
中
に
任
意
償
還
を
す
る

　

資
格
喪
失
を
報
告
す
る
前
に
、
在
職
中
に

任
意
償
還
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

在
職
中
に
償
還
す
る
の
が
原
則
で
す
の
で
、

退
職
す
る
月
の
十
五
日
を
超
え
た
申
し
出

や
、
資
格
喪
失
の
報
告
と
同
時
や
事
後
の
申

し
出
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

①
最
終
定
期
償
還

　

毎
月
十
五
日
（
必
着
）
ま
で
に
「
貸
付
金

任
意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
」
で
申

し
出
る
と
、翌
月
の
定
期
償
還
は
発
生
せ
ず
、

当
月
の
定
期
償
還
が
最
終
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
十
五
日
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
翌
月

の
定
期
償
還
が
発
生
し
ま
す
。

②
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

任
意
償
還
に
は
、
貸
付
規
則
上
は
償
還
期

限
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
償
還
額
を

最
終
定
期
償
還
の
償
還
残
元
本
額
と
す
る
た

め
、
通
知
上
は
最
終
定
期
償
還
の
償
還
期
限

と
同
日
を
償
還
期
限
と
し
て
通
知
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
概
ね
任
意
償
還
を
申
し
出
た

月
の
翌
月
の
貸
付
け
の
応
答
日
前
日
（
一
日

か
ら
六
日
）
に
な
り
ま
す
の
で
、
償
還
金
の

回
収
（
退
職
金
か
ら
の
控
除
）
に
時
間
が
か

か
る
場
合
は
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

③
任
意
償
還
の
額

　

任
意
償
還
の
額
は
、
最
終
定
期
償
還
後
の

元
本
残
額
に
な
り
ま
す
が
、
半
年
払
償
還
の

併
用
を
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
直
近
の
半

年
払
い
の
償
還
月
か
ら
払
込
日
ま
で
の
経
過

利
息
が
か
か
り
ま
す
。

　

な
お
、
任
意
償
還
の
償
還
期
限
が
過
ぎ
た

場
合
、
後
日
、
学
校
法
人
等
を
通
じ
て
不
足

利
息
（
月
利
）
を
請
求
し
ま
す
。

④
償
還
金
の
回
収
方
法

　

任
意
償
還
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
ら
、
借

受
人
の
退
職
金
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
借
受

人
か
ら
預
っ
た
償
還
額
を
学
校
法
人
等
が
払

い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
在
職
中
に
任
意
償
還
を
申
し
出
】

○
三
月
十
三
日
（
必
着
）

　

任
意
償
還
申
出
受
付

　
　○

任
意
償
還
通
知
書
を
交
付

　
　○

三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

○
四
月
一
～
六
日　

償
還
期
限

○
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　

三
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　

＋

　
　
　
　
　
　
　

三
月
定
期
償
還
後
元
本

　

任
意
償
還
額
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　

＋
半
年
払
い
経
過
利
息

▼
団
信
制
度
の
加
入
期
間

　

団
信
制
度
の
加
入
期
間
は
、
定
期
償
還
で

保
険
料
充
当
金
を
負
担
し
た
月
の
月
末
ま
で

に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
十
五
日
ま
で
に
任

意
償
還
を
申
し
出
た
場
合
は
、
申
し
出
た
月

の
月
末
に
脱
退
と
な
り
、
翌
月
は
保
障
の
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
即
時
償
還
の
場
合

は
、
学
校
法
人
等
に
在
職
中
で
あ
る
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
定
期
償
還
で
充
当

金
を
負
担
し
た
月
の
月
末
で
脱
退
と
な
り
ま
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�

加
入
者
資
格
は
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

　

私
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
職
員
等
は
、
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十
四
条
に
基
づ
き

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

　

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

第
十
四
条
（
加
入
者
）

　

私
立
学
校
法
第
三
条
に
定
め
る
学
校

法
人
、
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法

人
又
は
事
業
団
（
以
下
「
学
校
法
人
等
」

と
い
う
。）
に
使
用
さ
れ
る
者
で
学
校

法
人
等
か
ら
給
与
を
受
け
る
も
の
（
次

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
「
教
職
員

等
」
と
い
う
。）
は
、
私
立
学
校
教
職

員
共
済
制
度
の
加
入
者
と
す
る
。

一　

船
員
保
険
の
被
保
険
者

二　

専
任
で
な
い
者

三　

臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者

四　

�

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
常

時
勤
務
に
服
し
な
い
者

１�

「
加
入
者
」
と
は

　

国
籍
、
年
齢
に
関
係
な
く
、「
学
校
法
人

等
に
使
用
さ
れ
る
者
」
で
学
校
法
人
等
か
ら

給
与
を
受
け
る
人
（
第
十
四
条
に
お
い
て
適

用
が
除
外
さ
れ
る
人
を
除
き
ま
す
）
は
、
私

学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

※�

「
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
」と
は
、

学
校
法
人
等
と
実
質
上
の
雇
用
関
係
が
あ

り
、
給
与
や
賃
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

を
い
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
試
用
期
間

と
い
う
形
で
勤
務
す
る
場
合
や
、
法
人
の

代
表
者
等
が
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
場

合
な
ど
も
該
当
し
ま
す
。

２�

「
適
用
が
除
外
さ
れ
る
者
」
と
は


船
員
保
険
の
被
保
険
者

　
「
船
員
保
険
の
被
保
険
者
」
は
適
用
が
除

外
さ
れ
ま
す
。


専
任
で
な
い
者

　
「
専
任
で
な
い
者
」
と
は
、
他
に
本
業
が

あ
り
学
校
法
人
等
か
ら
受
け
る
給
与
を
生
計

の
主
た
る
資
と
し
な
い
人
を
い
い
ま
す
。
例

え
ば
、
兼
任
講
師
や
医
師
、
弁
護
士
等
を
本

業
と
す
る
教
職
員
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。


臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者

　
「
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
」
と
は
、
雇
用

関
係
の
実
態
が
臨
時
的
で
あ
る
人
で
、
次
に

該
当
す
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
臨
時
的
名
目
に
よ
っ
て
使
用
さ

れ
て
い
て
も
雇
用
関
係
の
実
態
が
常
用
的

で
、
契
約
期
間
経
過
後
も
引
き
続
き
使
用
さ

れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
常
用
的
使
用
関
係
に

な
っ
た
と
し
て
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

①�　

臨
時
の
業
務
に
つ
き
、
二
か
月
以
内
の

期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
人
。
例
え

ば
、
季
節
的
・
一
時
的
業
務
に
使
用
さ
れ

る
人
、
夏
期
講
習
会
の
講
師
・
事
務
員
等

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
所
定
の
期

間
を
経
過
し
た
後
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
か
ら
加

入
者
と
な
り
ま
す
。

②�　

日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
人
。
た
だ
し
、

引
き
続
き
一
か
月
以
上
使
用
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
き
は
一
か
月
を
経
過
し
た
日
の

翌
日
か
ら
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

�
前
記
⑴
〜
⑶
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
常
時

勤
務
に
服
し
な
い
者

　
「
常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者
」
と
は
、
前

記

～

以
外
で
、
勤
務
日
数
や
時
間
数
に

つ
い
て
常
時
勤
務
者
ほ
ど
の
拘
束
を
受
け
な

い
人
を
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
校
医
、
嘱
託

等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

●�

常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
の

　

判
断
基
準

　

学
校
法
人
等
と
常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
に
留
意

し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

①�　

常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る
か
否
か
は
、

当
該
教
職
員
等
の
労
働
日
数
、勤
務
時
間
、

就
労
形
態
、
勤
務
内
容
等
を
総
合
的
に
勘

案
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

②�　

一
日
又
は
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
及

び
一
か
月
の
所
定
労
働
日
数
が
、
当
該
学

校
法
人
等
に
お
い
て
同
種
の
業
務
に
従
事

す
る
通
常
の
教
職
員
等
の
所
定
労
働
時
間

及
び
所
定
労
働
日
数
の
概
ね
四
分
の
三
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
加
入
者

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

③�　

②
に
該
当
し
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
①

の
趣
旨
に
従
い
、
加
入
者
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
適
当
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
当

該
教
職
員
等
の
就
労
の
形
態
等
個
々
具
体

的
事
例
に
即
し
て
判
断
す
る
こ
と
。

　

学
校
法
人
等
は
必
ず
資
格
取
得
を

　

報
告
し
て
く
だ
さ
い

　

採
用
さ
れ
た
教
職
員
等
が
資
格
要
件
を
満

た
し
加
入
者
に
該
当
す
る
場
合
は
、
学
校
法

人
等
は
資
格
取
得
を
十
日
以
内
に
本
事
業
団

へ
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
（
私
立
学
校

教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
及
び
施
行
規
則

第
一
条
）。

　

な
お
、
届
出
用
紙
は
私
学
共
済
事
業
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格

　

学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
、
給
与
を
受
け
て
い
る
人
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
り
私

学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。
個
人
の
意
思
で
加
入
・
脱
退
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

採
用
さ
れ
た
教
職
員
等
が
資
格
要
件
を
満
た
し
加
入
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
「
資
格

取
得
報
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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　60歳以上の人は、年金（恩給、扶助料も含みます）の受給の有無や金額等について確認するための書類が必要となります。
また、年金以外に恒常的収入がある場合は、その金額を確認する書類も必要です。

事例 4 60 歳以上の配偶者を被扶養者として認定申請したい

　就職していたり、不動産所得等がある場合でも、恒常的な収入が被扶養者の範囲内であるときは被扶養者として認定されます。

事例 3 配偶者や子に恒常的な収入があるが、被扶養者の範囲内であるため認
定申請したい

　加入者が私学共済制度の任意継続加入者から、引き続き就職により再資格取得
するときで、任意継続加入者のときに被扶養者として認定されていた人について
は添付書類を省略できます。
　この場合は、「被扶養者認定申請書」の余白に「任意継続加入者からの再資格取
得」と朱書きのうえ、任意継続加入者だったときの加入者番号も明記してくださ
い。

事例 5 加入者が任意継続加入者から再資格取得をしたときの認定申請

　前任校から認定されている被扶養者については、そのまま継続して被扶養者認
定されます。したがって手続きは必要ありません。
　なお、被扶養者の要件を欠いたときは、「被扶養者取消申請書」を取消日に在職
している学校法人等から提出してください。

事例 6 加入者が継続資格取得したときの認定申請

添付書類省略可

任意継続 A校
認
定

申
請
書

認定申請
手続き不要

A校 B校

【添付書類】
1　続柄及び生年月日を確認する書類
　（①②のいずれか）

①配偶者の戸籍抄本（又は謄本）
②�配偶者の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記されたものに限る）

2　

配
偶
者
の
収
入
に
関
す
る
書
類

年金裁定中の場合
　（①及び②いずれも）

①�年金事務所等が発行した年金見込額が確認できる書類、又は裁定請求書
を提出した年金事務所等の名称と概算額を記載した口述書（認定対象者の
署名・捺印のあるもの）
②�年金額決定後に被扶養者の収入限度額を超える年金の決定があった場合
は、さかのぼって被扶養者認定を取り下げる旨の誓約書（加入者の署名・
捺印のあるもの）

�年金受給中の場合 公的年金等の証書の写し（年金額等の記載のあるもの）
ただし、改定されている場合は、最新の改定通知書の写し

�年金を受給していない場合 公的年金を受給していない旨の口述書（認定対象者の署名・捺印のあるもの）
ただし、受給する権利があり、その年金額の全額が停止となっている場合は、
最新の改定通知書又は年金支給額変更通知書の写し

【添付書類】
1　続柄及び生年月日を確認する書類
　（①②のいずれか）

①配偶者・子の戸籍抄本（又は謄本）
②�配偶者・子の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記され
たものに限る）

2　

�

配
偶
者
・
子
の
収

入
に
関
す
る
書
類

�就職して
いる場合

自営業で営業所得がある人
（①②のいずれか）

①所得証明書（所得の種類が確認できる最新のもの）
②確定申告書の写し（税務署の受付印のあるもの）

アルバイトやパート等で給
与収入がある人

勤務先の年収見込証明書及び社会保険未加入証明書

�所得（不動産所得、利子所得等）が
　ある場合（①②のいずれか）

①所得証明書（所得の種類が確認できる最新のもの）
②確定申告書の写し（税務署の受付印のあるもの）
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　1月号では、被扶養者になれる人の範囲や収入の要件のポイントとして、「出
生に伴う子の認定」と「子の扶養替え」の �つの事例を挙げて必要な添付書類
について説明をしました。
　今回は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　につ
いて説明します。この場合、被扶養者認定の事由発生日は資格取得日となりま
す。申請は、資格取得した日から �0 日以内に行ってください。

被扶養者認定申請　― ポイントと事例 ②

　加入者が他の健康保険制度（国民健康保険を除く）から引き続き資格取得をする場合（前の職場を退職した日又は翌日に
私学共済制度に加入するとき）で、前の健康保険制度で配偶者や子が被扶養者として認定されていたときは、添付書類を
次の書類に省略することができます。

事例 1 前の健康保険制度（国民健康保険を除く）から引き続いて配偶者や
子を被扶養者として認定申請したい

　原則として18歳以上60歳未満の人については次の添付書類が必要です。

事例 2 配偶者や子に恒常的な収入がないため、被扶養者として認定申請したい

加入者の資格取得に伴う配偶者や子の被扶養者認定

【添付書類】

　前の健康保険制度で被扶養者として認定されていたことが確認できる書類
　　資格証明書、健康保険証又は組合員証の写しなど（続柄、生年月日が確認できるもの）
　※子のみの認定で、学校法人等から扶養手当が支給されない場合は、夫婦共同扶養に関する書類［注］も必要です。

　なお、最近日本に帰国又は入国したため、非課税証明書が取れないときは、ア及びイの書類が必要です。
　ア　非課税証明書が交付されない理由及び国内・国外における収入がない旨の口述書�
　イ　氏名、生年月日及び出入国年月日の記載されているパスポートの写し又は戸籍の附票

※�65歳未満の加入者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定申請する場合は、「国民年金第3号被保険者資格
取得・種別変更・種別確認（3号該当）届」を「被扶養者認定申請書」と同時に提出してください。
※�「被扶養者認定申請書」及び国民年金第３号被保険者の届出用紙は複写式のため、私学共済事業ホームページからダウン
ロードできません。用紙は、共済事業本部又は各ガーデンパレス（東京・京都を除く）共済業務課へ請求してください。

【添付書類】
1　続柄及び生年月日を確認する書類
　（①②のいずれか）

①配偶者・子の戸籍抄本（又は謄本）
②�配偶者・子の住民票（加入者が世帯主であって、続柄が明記されたものに
限る）

2　�配偶者・子の収入に関する書類
　（①②のいずれか）

①非課税証明書（最新のもの）
②�在学証明書又は有効期限の記載のある学生証の写し（昼夜間部及び修了年
限が明示されたものに限る）
※大学院生・夜間部・通信教育課程の学生は①に限ります。

　
　①加入者との続柄及び生年月日を確認する書類
　②夫婦共同扶養に関する書類［注］
　③認定対象者自身の恒常的収入が被扶養者の範囲内であるかどうかを確認する書類

［注］夫婦共同扶養に関する書類
　　�　子を申請する場合、被扶養者とすべき子の人数にかかわらず夫婦それぞれの年間収入の多い方の被扶養者とな

ります。その際、源泉徴収票の写し、所得証明書、勤務先の年収見込証明書などで収入を確認します（配偶者が
育児休業等により休業している場合、配偶者の年間収入は休業前の金額で比較します）。

「被扶養者認定申請書」に添付する書類
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平成22年3月中に任意継続加入期間が満了する人
　�　�月上旬に、「任意継続加入期間満了のお知らせ」と
国民健康保険等へ加入する際に必要となる「資格証明
書」を任意継続加入者の住所あてに送付します。

平成22年4月以降引き続き任意継続加入期間のある人
　�　�月上旬に��年度分の「任意継続掛金納付通知書」（以
下「納付通知書」といいます）を任意継続加入者の住所
あてに送付します。
※�22年度中に満75歳になり、後期高齢者医療制度の対
象となる任意継続加入者について
　�　75歳の誕生日（資格喪失日）の属する月の前月分まで
の「納付通知書」を送付します。75歳の誕生月以降は広
域連合に後期高齢者医療制度の保険料を納付すること
になります。
　�　なお、誕生月の前月に事前連絡書及び75歳未満の被
扶養者が国民健康保険等に加入する際に必要となる
「資格証明書」を任意継続加入者の住所あてに送付しま
す（「資格証明書」は、被扶養者の有無に関わらず、す
べての人に送付します）。

　学校法人等からの届け出を受け付けてから私学事業団
で処理するまでの標準的な期間（郵送期間を除きます）を、
私学共済事業ホームページの「事務担当者コーナー」に掲
載しています。
　標準処理期間は、書類に不備がない場合のおよその目
安になります。また、�月から4月にかけて書類が集中し、
手続きがこの期間内ですべて処理されない場合もありま
すのでご了承ください。

　加入者向広報「レター」�月号等を�月中旬に学校法人
等あてに送付します。送付部数は1月末現在の加入者数
となっています。不足の場合は、広報相談センター広報
班までご連絡ください。

　様式用紙等の請求は専用ファクシミリを利用してくだ
さい。請求の際は、①学校名②学校番号③郵便番号・住
所④電話番号⑤担当者名⑥様式用紙名（様式番号のみは
不可）⑦必要部数を明記してください。
　なお、「資格取得報告書」等一部の様式用紙等は、私学
共済事業ホームページ「様式用紙等のダウンロード」コー
ナーからダウンロードして利用してください。

〒113－8441
文京区湯島１－７－５
☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校番号、加入者番号をお
手元にご用意くださるよう、お願いします。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務 　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますので、
ご了承ください。

私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）

任意継続加入者掛金納付通知書の送付

2月の共済業務スケジュール2月の共済業務スケジュール

3月の共済業務スケジュール3月の共済業務スケジュール

　１日（月） 掛金��1�月分納期限
　２日（火） 貸付��送金
　６日（土）� 貸付��1月分定期償還期限
　10日（水） 貯金��払込期限（必着）
　15日（月） 貸付���月�日送金申込・任意償還申出締切

　��日（月） 貯金��送金
貸付��送金

　�5日（木） 貯金��払戻・解約請求締切
積立共済年金��脱退申出等締切

　�6日（金） 貸付���月��日送金申込締切

　１日（月）

資格事前受付開始
掛金��1月分掛金口座振替（自振校のみ）
貸付���月分定期償還口座振替（自振校のみ）
掛金��1月分納期限

　２日（火） 貸付��送金
　６日（土）� 貸付���月分定期償還期限
　10日（水） 貯金��払込期限（必着）
　15日（月） 貸付��4月�日送金申込・任意償還申出締切

標準処理期間をホームページに
掲載しています

加入者向広報「レター」3月号等の送付

様式用紙等の請求

相　談　窓　口 様式用紙等の請求専用FAX
広報相談センター相談室 0�（�81�）1081

共
済
業
務
課

札幌ガーデンパレス 011（���）6�11
仙台ガーデンパレス 0��（�99）6�96
名古屋ガーデンパレス 05�（957）1�87
大阪ガーデンパレス 06（6�9�）97�8
広島ガーデンパレス 08�（�6�）1149
福岡ガーデンパレス 09�（71�）�581
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I N F O R M A T I O N

　助成業務の貸付金にかかる元金・利息の償還について
は、契約締結後に送付しました「償還年次表」、及び後日
送付します「貸付金返済期日のご案内（払込通知書）」を参
照のうえ、払込指定期日までに私学事業団指定口座にご
入金ください。
　払込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本
事業団の口座に入金された日）までの期間について、遅
延損害金が発生しますので、ご注意ください。
　償還金の振り込みにあたっては、次の点に留意してください。
　①�送付する払込通知書を使用し、「電信扱い」にしてく

ださい。
　②�償還金は、必ず｢学校法人単位｣で一括してお振り込

みください（設置学校ごとに分割しての振り込みは、
ご遠慮ください）。

※�特に�月は約定償還月にあたります。遺漏のないよう
お取り計らいください。
　　　　　　　　　融資部　融資課
　　　　　　　　　☎03（3230）7869 ～ 7871
　　　　　　　　　Eメール　yushi@shigaku.go.jp

　私立大学等経常費補助金の調査票及び事務連絡等を「電
子窓口」に掲載していますので、定期的にご確認ください。
　また、提出の際にも事務手続きの簡略化のため「電子窓口」
をご利用ください（一部、紙媒体で提出の場合があります）。
　　　　　　　　　助成部　補助金課
　　　　　　　　　☎03（3230）7300 ～ 7311
　　　　　　　　　Eメール　hojokin@shigaku.go.jp

　私学経営情報センターでは、会計処理をはじめとして、
人事・学務等、私学経営全般にわたるご質問、ご相談に
ついて、電話やFAX、Eメール等で随時承っています。
ぜひご利用ください。
　　　　　　　　　私学経営情報センター
　　　　　　　　　☎03（3230）7846・7847（会計処理）
　　　　　　　　　☎03（3230）7838（私学経営全般）
　　　　　　　　　Eメール　center@shigaku.go.jp

〒102－8145
千代田区富士見１－10－12
☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（平成22年3月分）

人�事�異�動
（平成��年1月1日付）

　次のとおり、発令されましたの
で、お知らせします。

◆役員
○理事長
　退任　鳥　居　泰　彦

（平成�1年1�月�1日付）
　新任　河　田　悌　一
○理事
　再任　石　川　　　明
　再任　入　江　孝　信
　再任　長　田　紀久子
　再任　澤　田　　　裕
　再任　加　藤　　　豊
○理事（非常勤）
　退任　小　出　忠　孝
　退任　堀　越　克　明

（平成�1年1�月�1日付）
　新任　柴　　　忠　義
　新任　實　吉　幹　夫
　再任　飯　野　正　子
○監事
　再任　吉　田　信　正

○監事（非常勤）
　退任　都　賀　善　信

（平成�1年1�月�1日付）
　新任　岸　田　宏　隆
◆運営審議会委員
　退任　阿　部　充　夫
　退任　天　野　郁　夫
　退任　安　西　祐一郎
　退任　佐　藤　登志郎
　退任　冨　浦　　　梓

　（平成�1年1�月�1日付）
　新任　江　上　節　子
　新任　大　野　健　二
　新任　白　井　克　彦
　新任　御手洗　　　康
　新任　宮　　　直　仁
　再任　大　沼　　　淳
　再任　佐　藤　弘　毅
　再任　永　井　順　國
　再任　吉　田　　　晋
◆共済運営委員会委員
　退任　阿　部　充　夫
　退任　石　川　俊　夫
　退任　唐　澤　祥　人
　退任　川　﨑　朝　夫
　退任　越　原　一　郎

　退任　佐　藤　早　苗
　退任　田　村　正　雄
　退任　宮　川　博　光

（平成�1年1�月�1日付）
　新任　相　川　忠　洋
　新任　井　上　健　治
　新任　坂　本　純　一
　新任　佐　藤　敏　彦
　新任　杉　山　実　三
　新任　福　元　裕　二
　新任　御手洗　　　康
　新任　本　山　好　幸
　再任　岩　井　絹　江
　再任　小笠原　広　樹
　再任　神　本　忠　夫
　再任　北　村　敬　子
　再任　黒　田　壽　二
　再任　塩　見　鉄　夫
　再任　清　水　良　一
　再任　永　井　和　之
　再任　平　方　邦　行
　再任　福　田　益　和
　再任　藤　本　明　弘
　再任　山田　かづひこ

私立大学等経常費補助金の申請等に
ついては電子窓口をご利用ください

会計処理等の質問・相談を承っています
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融資事業のご案内
平成22年度融資のご相談、お待ちしています！

ご相談はお早目にどうぞ 問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～ 7867
Ｅメール yushi@shigaku.go.jp

※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。
※上記費目以外にも災害復旧費、公害対策費等が対象となります。

融資費目
返済期間

20年以内
（うち据置2年）

10年以内
（据置年数含む）

6年以内
（据置年数含む）

校（園）舎、体育館、講堂、
遊戯室等の建築事業等並び
に校（園）地の買収事業等
（一般施設費）

年％

2.0
年％

1.2
年％

1.0

寄宿舎、国際交流会館、セ
ミナーハウス等の建築事業
並びに当該施設建築のため
の土地買収事業等
（特別施設費）

2.1 1.3 ―

校教具、通園バス等
※幼稚園、特別支援学校、
専修学校が対象
（教育環境整備費）

― ―
5年6か月以内

（うち据置6か月）

0.7
大型設備・情報技術整備等
（教育環境整備費） ― 1.2 ―

融資金利表 (平成22年2月1日現在）

私学事業団融資は、
長期借入・固定金利・元金据置（最大２年間）・
元金均等返済です。

月報私学　2月号（VOL．146）平成22年2月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145 東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811 （企画室）
 （禁無断転載）

校舎、園舎等の施設の建築 
（改修も含みます）

校地、園地の購入
機器備品の購入

施設整備をご計画なら、
「安心で安定感ある」事業団資金のご利用を
検討されてはいかがでしょうか。

創立85周年を迎えた文京学院と創部50周年を迎えた中学校・高等学校のマーチングユース部
文京学院は創立者島田依史子先生が本郷の地に私塾を開かれた1924（大正13）年から数え、昨年85周
年を迎えました。文京学院大学女子中学校・高等学校におけるマーチングユース部は創部50年の歴史
を持ち、現在は100名を超える部員で構成され、多くの場で活躍をしています。

今 月 の 表 紙

〒983-0852  仙台市宮城野区榴岡4-1-5　☎022（299）6211
JR「仙台」駅東口より徒歩3分
http://www.hotelgp-sendai.com

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/

平成22年度融資のご希望については、
2月下旬から3月上旬頃に照会予定です。

２月9日（火）より３月28日（日）にかけ、宮城県南部の丸森町にある「蔵の郷土館齋理屋敷」で雛まつり
が催されます。仙南地域の豪商・齋藤家が所有する江戸時代の享

きょう

保
ほ

雛や古今雛、昭和初期の市松人形
などが飾られ、その展示品の数々をとおして当時の豪商の生活をうかがい知ることができます。

雛まつり（写真提供：齋理屋敷）

１泊２食　宿泊プラン

江戸時代の華やかな「齋
さい

理
り

の雛まつり」へようこそ

１泊朝食　宿泊プラン
シングルAタイプ 1名様 5,800円
シングルBタイプ 1名様 6,000円
●禁煙ルーム（要予約）もご用意します。

●禁煙ルーム（要予約）もご用意します。

1名様 8,500円
◆夕食は和食・洋食からお選びいただきます。
◆ チェックイン13時、チェックアウト11時でごゆっ

くり滞在いただけます。


